
(57)【要約】

【課題】  降雨量、河川の水位、気温、風速などを観測

する観測装置が自律的に災害発生の危険を判断し、設置

場所と内容を関係者あるいは電話会社に通報する。

【解決手段】  自然災害発生の危険の有無を判断し、通

報対象領域において自然災害発生の危険があると判断し

た場合通報データを発信する観測装置２と、該観測装置

からの通報データを受け取り、該通報データに基づいて

通報メッセージを生成する管理装置１と、該管理装置と

通信網を介して接続された移動通信端末４を具備し、該

管理装置は、通報データを発した観測装置の通報対象領

域内に位置し、かつ通報対象リストに含まれる移動通信

端末４に対して通報メッセージを送信する。
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【特許請求の範囲】

【請求項１】  自然災害発生の危険を知らせるための通

報を行う危険通報システムにおいて、

自然災害発生の危険の有無を判断し、通報対象領域にお

いて自然災害発生の危険があると判断した場合通報デー

タを発信する観測装置と、

該観測装置に通信可能に接続され、該観測装置からの通

報データを受け取り、該通報データに基づいて通報メッ

セージを生成する管理装置と、

該管理装置と通信網を介して通信可能に接続された移動

通信端末とを具備し、

該管理装置は移動通信端末の位置情報と通報対象リスト

とを記憶しており、該管理装置は、通報データを発した

観測装置の通報対象領域内に位置し、かつ通報対象リス

トに含まれる移動通信端末に対して通報メッセージを送

信することを特徴とする危険通報システム。

【請求項２】  自然災害発生の危険を知らせるための判

断と通報を行う危険通報システムに用いられる観測装置

であって、

観測装置周囲の観測データを得るセンサ手段と、

該センサ手段からの観測データを記憶する観測データ記

憶部と、

該観測データ記憶部に記憶された観測データを読み取

り、該観測データと所定の値を比較して、通報発信する

か否かを判断する通報発信判断手段と、

通報発信判断手段からの指示に基づいて通報データを生

成する通報データ生成手段とを具備することを特徴とす

る観測装置。

【請求項３】  請求項２に記載の観測装置において、前

記通報データは通報メッセージを選択的に移動通信装置

に送信する管理装置に送られることを特徴とする観測装

置。

【請求項４】  自然災害発生の危険を知らせるための通

報を行う危険通報システムに用いられる管理装置であっ

て、通報データを受け取ると、あらかじめ登録してある

移動通信装置の最新の位置情報を取得し、該通報データ

に対応する通報対象領域内に位置する移動通信端末に通

報メッセージを送信することを特徴とする管理装置。

【請求項５】  自然災害発生の危険を知らせるための通

報を行う危険通報システムに用いられる管理装置であっ

て、

移動通信端末の位置情報と、あらかじめ定められた通報

対象に関する情報と通報対象領域に関する情報とを記憶

した情報記憶手段と、

通報データを受け取った場合に、通報対象に含まれる移

動通信端末でかつ該通報データに対応する通報対象領域

内に位置する移動通信端末の連絡先を取得する通報対象

識別情報取得手段と、

該連絡先当ての通報メッセージを生成する配信情報生成

手段と、を具備することを特徴とする管理装置。

【請求項６】  自然災害発生の危険を知らせるための通

報を行う方法において、

第１の装置において測定値と災害発生判定値とを比較し

て、通報発信条件を満たしているか否かを判断するステ

ップと、

通報発信条件を満たしていると判断した場合、第１の装

置から第２の装置に通報を発信するステップと、

第３の装置の現在位置情報と前記第１の装置に対応する

通報対象領域とを用いて、通報対象であり、かつ通報対

象領域内に現在位置する通報対象を選択し、該選択され

た通報対象の連絡先情報を抽出するステップと、

該連絡先情報を用いて選択された通報対象に対応する第

３の装置に通報メッセージを送信するステップとを具備

することを特徴とする方法。

【請求項７】  自然災害発生の危険を知らせるための通

報を行う危険通報システムにおいて、

自然災害発生の危険の有無を判断し、通報対象領域にお

いて自然災害発生の危険があると判断した場合登録され

た通報対象に通報メッセージを発信する観測装置と、

該観測装置に通信可能に接続され、該観測装置からの通

報メッセージを受け取る移動通信端末と、

通報対象に関する情報に基づいて、観測装置に登録され

た通報対象を更新させるための更新データを該観測装置

に送信する管理装置と、を具備し、

該観測装置は、更新データを受け取ると該更新データに

基づいて通報対象に関する情報を更新することを特徴と

する通報システム。

【請求項８】    自然災害発生の危険を知らせるための

通報を行う危険通報システムに用いられる観測装置であ

って、

観測装置周囲の観測データを得るセンサ手段と、

該センサ手段からの観測データを記憶する観測データ記

憶部と、

該観測データ記憶部に記憶された観測データを読み取

り、該観測データと所定の値を比較して、通報発信する

か否かを判断する通報発信判断手段と、

通報発信判断手段からの指示に基づいて通報メッセージ

を生成する通報メッセージ生成手段と、

通報対象に関する情報を記録する通報対象リスト手段と

更新データを受け取り、該更新データに基づいて通報対

象リスト手段の内容を更新するリスト管理手段とを具備

し、

該観測装置は該通報メッセージを通報対象リスト手段の

記憶する連絡先に送信することを特徴とする観測装置。

【請求項９】  自然災害発生の危険を知らせるための通

報を行う危険通報システムに用いられる管理装置であっ

て、

観測装置の通報対象領域を記憶する観測装置データベー

スと、

通報メッセージを送る通報対象のデータを受け取り、該
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データと観測装置データベースとを用いて、観測装置に

送信する通報対象リスト更新データを生成する通報対象

リスト更新データ生成手段と、

前記更新データを当該観測装置に送信する通信制御手段

と、を具備することを特徴する管理装置。

【請求項１０】  自然災害発生の危険を知らせるための

通報を行う方法において、

観測装置において測定値と災害発生判定値とを比較し

て、通報発信が必要か否か判断するステップと、

必要と判断した場合、観測装置に記憶された通報連絡先

に通報メッセージを発信するステップと、を具備するこ

とを特徴とする方法。

【請求項１１】  コンピュータをして請求項２に記載の

観測装置を実行せしめるためのプログラムを記録したコ

ンピュータ読み取り可能な記録媒体。

【請求項１２】  コンピュータをして請求項３に記載の

観測装置を実行せしめるためのプログラムを記録したコ

ンピュータ読み取り可能な記録媒体。

【請求項１３】  コンピュータをして請求項４に記載の

管理装置を実行せしめるためのプログラムを記録したコ

ンピュータ読み取り可能な記録媒体。

【請求項１４】  コンピュータをして請求項５に記載の

管理装置を実行せしめるためのプログラムを記録したコ

ンピュータ読み取り可能な記録媒体。

【請求項１５】  請求項６に記載の方法をコンピュータ

の実行させるためのプログラムを記録したコンピュータ

読み取り可能な記録媒体。

【請求項１６】  コンピュータをして請求項８に記載の

観測装置を実行せしめるためのプログラムを記録したコ

ンピュータ読み取り可能な記録媒体。

【請求項１７】  コンピュータをして請求項９に記載の

管理装置を実行せしめるためのプログラムを記録したコ

ンピュータ読み取り可能な記録媒体。

【請求項１８】  請求項１０に記載の方法をコンピュー

タの実行させるためのプログラムを記録したコンピュー

タ読み取り可能な記録媒体。

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】本発明は、自然災害発生の危

険を知らせるための通報を行う危険通報システム、観測

装置、管理装置、危険通報方法に関する。より詳しく

は、自律的観測装置を用いることにより短時間で危険の

通報が行え、携帯電話などの移動通信装置の位置情報を

使用する場合は危険の通報先の絞り込みを行うので、通

信コストや通信リソースの節約が可能となる危険通報シ

ステム、観測装置、管理装置、危険通報方法に関する。

【０００２】

【従来の技術】大都市においては災害に対して責任を持

つ者が気象情報や河川の水位情報から判断して警報を出

す。該警報を被災するおそれある者に伝える手段とし

て、有線放送、防災放送、警察あるいは消防の広報車を

用いて危険を告知する方法が整備されている。

【０００３】

【発明が解決しようとする課題】しかし、自然災害の多

くは局所気象で起こることが多く、気象情報だけでは河

川の源流部の気象や河川状況はわからない。またこのよ

うな局所気象の影響を受ける山間部の過疎地では、源流

部の住民の多くは住居を引き払っており、その下流に残

る住民は源流で何が起きているかわからない。またキャ

ンプ場は通常は山間部に多くが設置されており、同様に

源流部の情報は手に入れられない。さらに、常設のキャ

ンプ場以外でキャンプをしている者に対しては、一般に

上記のような連絡の手段は無く、自然災害の警告を行う

ことは困難である。

【０００４】かかる自然災害発生の危険を伝える手段と

して携帯電話の使用が考えられるが、携帯電話の所在地

は位置情報として電話会社が持っているが、中継装置の

エリア内としか分からず、具体的に危険な場所にいるか

否かは分からない。そのエリアが危険であるとして、全

ての携帯電話に危険を告知すると、通信量が過大となっ

て一般使用ができない。またエリア内には危険にさらさ

れていない者も含まれており、係る者までに料金の負担

をさせることは適当でない。

【０００５】

【課題を解決するための手段】本発明は、上記課題を解

決することを目的としてなされたもので、該課題を解決

するための手段として、以下の特徴を有する。

【０００６】（請求項１にかかる発明）請求項１にかか

る発明は、洪水などの自然災害発生の危険の有無を自律

的に判断し、自然災害発生の危険があると判断した場合

通報データを発信する観測装置と、該観測装置からの通

報データを受け取り、該通報データに基づいて通報メッ

セージを生成する管理装置と、該管理装置と通信網を介

して通信可能に接続された移動通信端末とを具備してお

り、該管理装置は、通報データを発した観測装置の通報

対象領域内に位置し、かつ通報対象リストに含まれる移

動通信端末に対して通報メッセージを送信することを特

徴とする。

【０００７】本システムは、自律的観測装置を用いるこ

とにより短時間で危険の通報を行うように作用し、かつ

携帯電話の位置情報を使用して危険の通報先の絞り込み

を行うので、通信コストや通信リソースの節約を図るよ

うに作用する。

【０００８】（請求項２にかかる発明）請求項２にかか

る発明は、自然災害発生の危険を知らせるための通報を

行う危険通報システムに用いられる観測装置であって、

降水量などの観測装置周囲の観測データを得るセンサ手

段と、該観測データと所定の値を比較して、通報発信す

るか否かを判断する通報発信判断手段と、通報発信判断

手段からの指示に基づいて通報データを生成する通報デ
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ータ生成手段とを具備することを特徴とする。

【０００９】本装置は、自律的に通報の必要の有無を判

断することにより短時間で危険の通報を行うように作用

する。

【００１０】（請求項４にかかる発明）請求項４にかか

る発明は、洪水などの自然災害発生の危険を知らせるた

めの通報を行う危険通報システムに用いられる管理装置

であって、通報データを受け取ると、あらかじめ登録し

てある移動通信装置の最新の位置情報を取得し、該通報

データに対応する通報対象領域内に位置する携帯電話器

などの移動通信端末に通報メッセージを送信することを

特徴とする。

【００１１】本装置は、携帯電話などの移動通信装置の

位置情報を使用することにより危険の通報先の絞り込み

を行うので、通信コストや通信リソースの節約を図るよ

うに作用する。

【００１２】（請求項５にかかる発明）請求項５にかか

る発明は、洪水などの自然災害発生の危険を知らせるた

めの通報を行う危険通報システムに用いられる管理装置

であって、移動通信端末の位置情報と、あらかじめ定め

られた通報対象に関する情報と通報対象領域に関する情

報とを記憶した情報記憶手段と、通報データを受け取っ

た場合に、通報対象に含まれる移動通信端末でかつ該通

報データに対応する通報対象領域内に位置する移動通信

端末の連絡先を取得する通報対象識別情報取得手段と、

該連絡先当ての通報メッセージを生成する配信情報生成

手段と、を具備することを特徴とする。

【００１３】本装置は、位置情報を記憶した情報記憶手

段を有し、携帯電話などの移動通信装置の位置情報を使

用することにより危険の通報先の絞り込みを行うので、

通信コストや通信リソースの節約を図るように作用す

る。

【００１４】（請求項６にかかる発明）請求項６にかか

る発明は、観測装置である第１の装置において測定値と

災害発生判定値とを比較して、通報発信条件を満たして

いるか否かを判断するステップと、通報発信条件を満た

していると判断した場合、第１の装置から管理装置であ

る第２の装置に通報を発信するステップと、通信端末装

置である第３の装置の現在位置情報と前記第１の装置に

対応する通報対象領域とを用いて、通報対象であり、か

つ通報対象領域内に現在位置する通報対象を選択し、該

選択された通報対象の連絡先情報（たとえば、電話番

号）を抽出するステップと、該連絡先情報を用いて選択

された通報対象に対応する第３の装置に通報メッセージ

を送信するステップとを具備することを特徴とする。

【００１５】（請求項７にかかる発明）請求項７にかか

る発明は、洪水などの自然災害発生の危険の有無を判断

し、通報対象領域において自然災害発生の危険があると

判断した場合登録された通報対象に通報メッセージを発

信する観測装置と、該観測装置に通信可能に接続され、

該観測装置からの通報メッセージを受け取る移動通信端

末と、通報対象に関する情報に基づいて、観測装置に登

録された通報対象を更新させるための更新データを該観

測装置に送信する管理装置とを具備し、該観測装置は、

更新データを受け取ると該更新データに基づいて通報対

象に関する情報を更新することを特徴とする。

【００１６】本システムは、通報を観測装置から直接通

信端末装置に送る構成を用いるので、複雑な管理装置を

用いることなく通報を行うことが可能となる。

【００１７】（請求項８にかかる発明）請求項８にかか

る発明は、観測装置周囲の観測データを得るセンサ手段

と、該センサ手段からの観測データを記憶する観測デー

タ記憶部と、該観測データ記憶部に記憶された観測デー

タを読み取り、該観測データと所定の値を比較して、通

報発信するか否かを判断する通報発信判断手段と、通報

発信判断手段からの指示に基づいて通報メッセージを生

成する通報メッセージ生成手段と、通報対象に関する情

報を記録する通報対象リスト手段と更新データを受け取

り、該更新データに基づいて通報対象リスト手段の内容

を更新するリスト管理手段とを具備し、該観測装置は該

通報メッセージを通報対象リスト手段の記憶する連絡先

に送信することを特徴とする。

【００１８】本装置は、通報の発信及び通報宛先を自律

的に決定して通報を実行するので、通報の迅速な実行を

行うように作用する。

【００１９】（請求項９にかかる発明）請求項９にかか

る発明は、観測装置の通報対象領域を記憶する観測装置

データベースと、通報メッセージを送る通報対象のデー

タを受け取り、該データと観測装置データベースとを用

いて、観測装置に送信する通報対象リスト更新データを

生成する通報対象リスト更新データ生成手段と、前記更

新データを当該観測装置に送信する通信制御手段とを具

備することを特徴する。

【００２０】本装置は、観測装置の通報対象領域におう

じて通報対象を観測装置に登録するので、観測装置に登

録される通報対象が適切な内容に管理するように作用す

る。

【００２１】（請求項１０にかかる発明）請求項１０に

かかる発明は、観測装置において測定値と災害発生判定

値とを比較して、通報発信が必要か否か判断するステッ

プと、必要と判断した場合、観測装置に記憶された通報

連絡先に通報メッセージを発信するステップと、を具備

することを特徴とする。

【００２２】本方法によれば、通報は観測装置から直接

通信端末装置に送られるので、複雑な管理装置を用いる

ことなく通報を行うことが可能となる。

【００２３】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい

て図面を参照しながら説明する。

【００２４】（１．第１の実施の形態）図１は、本発明
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の第１の実施の形態にかかる通報システムの構成例を示

す図である。この通報システムは、観測装置２と、該観

測装置２に接続された管理装置１と、管理装置１に通信

網３を介して接続された移動通信端末４とを有してい

る。

【００２５】（１．１．観測装置）

（１．１．１．観測装置の構成例）観測装置２は小型の

筐体内に測定機器を集積し、統合的に自然状態を測定す

ることを目的とするものである。まず、かかる観測装置

２の構成例について説明する。図２は、観測装置２の構

成例を示す図である。同図に示すように、観測装置２

は、降雨計、温度計、水位計などのセンサ手段、処理制

御手段、通信制御手段、電源部などを格納した筐体部２

１と、筐体部２１の下部に接続され筐体部２１を支持す

る支柱部２２と、筐体部２１の上面部及び観測装置２の

周囲を撮影可能に設けられたカメラ２５と、筐体部２１

及び支柱部２２を内部に納める外套円筒部２３，２４と

を有している。

【００２６】降雨計が地面・水面の効果を受けぬよう

に、上記筐体部２１は地面・水面から２ｍ以上の高さに

位置するように設置する事が好ましい。外套円筒２３，

２４は筐体部２１，支柱部２２が強風時に揺れぬよう、

これらに直接風があたることを防ぐために設けられる。

外套円筒２３，２４は筐体部２１の外径より大きな内径

を有し、筐体部２１と外套円筒２４の上端は同じ高さに

なるように設置される。筐体部２１の内部のセンサ等の

メンテナンス時は、この外套円筒２４を取り外せる構造

とし、メンテナンス時の作業を容易にすることが好まし

い。

【００２７】つぎに、筐体部の構成例について説明す

る。図３に、筐体部２１の構成例を示すための断面ブロ

ック図を示す。

【００２８】筐体部２１は上部開口端に、雨水は通過さ

せるが落葉などの異物の進入を防ぐための金網３１が設

けられている。筐体部２１はさらに金網３１を介して降

雨を収集するための受水ロート３２が上部開口端側に設

けられており、該受水ロート３２の一端は該受水ロート

３２によって収集された雨水の量を測定して降雨量を得

るための降雨計３３に接続されている。

【００２９】なお、降雨計３３は、上記のような受水ロ

ート３２を用いた転倒マス型降雨計の代わりに、降雨を

一定の細管に導いて一定の大きさの水滴を作り、この水

滴数を数えることで降雨量を計算する滴定型降雨計を用

いてもよい。また、降雨計３３は降雨量計算のためのプ

ロセッサを備え、独自に降雨量データを作り、制御部３

７に伝えるようにしてもよい。

【００３０】筐体部２１内部にはさらに別のセンサ、た

とえば温度センサ、気圧センサ、湿度センサなどのセン

サ群３８が観測装置周辺の気象データを収集可能に設け

られているのが好ましい。

【００３１】筐体部２１内部にはレーザ水位計３４が設

けられている。筐体部２１内部に設けられたレーザ水位

計３４から発射されたレーザ光は、筐体部２１の下側に

設けられた開口部（下側開口部）および筐体部２１を支

持する支柱部２２内に設けられた貫通路を通って支柱部

下方へ向かって照射される。支柱部２２の下方端部は、

水位測定対象となる川、湖、海などに貫入しているとと

もに支柱部２２内部に川水、湖水、海水が出入り自由に

なっているので、支柱部２２下部の貫通路内には水位の

変化にしたがって上下する水面が形成される。前記照射

されたレーザ光は該水面によって反射され、レーザ水位

計３４は該反射されたレーザ光を受光して水面までの距

離を求め、これにより水位を測定する。筐体部２１、支

柱部２２の中にレーザ光を通す構成を用いることによっ

て、光学系の汚れを防ぎ、かつレーザによる部外者の傷

害を防ぐことができる。またレーザ水位計３４は水位計

算のためのプロセッサを備え、独自に水位データを作

り、これを制御部３７に伝えるようにしてもよい。

【００３２】筐体部２１上端部には、カメラ３５が設け

られており、該カメラ３５は上下左右任意の方向に撮影

方向を向けることができるようにアクチュエータ、モー

タなどからなる可動機構にマウントされている。カメラ

３５は静止画あるいは動画の画像を撮影する。平常時は

受水ロート３２上のゴミよけ用金網３１表面や通信部３

６のアンテナを監視し、データ量を減らすため静止画を

撮影して管理装置１に伝送する。また、管理者が希望す

る場合は観測装置２周囲の任意の方向の画像を撮影する

ように、管理装置１からの制御信号によって左右及び上

下の２軸を回転させて撮影方向を変更し、観測装置２周

辺を撮影し、撮影した画像を伝送する。かかるカメラの

撮影方向の変更によって河川の増水、鉄砲水、土石流の

発生などの監視をすることが可能となる。なお観測装置

２から管理装置１への画像の伝送が行われる場合、管理

者は静止画と動画を必要度とデータ量を考慮して任意に

選択できるようにしてもよい。

【００３３】また、筐体部２１は制御部３７により制御

される通信部３６を有しており、該通信部３６は測定デ

ータと画像データを管理装置１へ送信する。また、通信

部３６は受信機能を備えており、管理装置１からの命令

やデータを受信して、これを制御部３７に伝えることが

できる。通信部３６と管理装置１との間の通信は無線お

よび有線のいずれを用いて行われてもよい。なお、デー

タの送信に際して制御部３７は、電波時計の表示する時

刻を基準として他の観測装置２と信号が重ならないよう

にデータ伝送時刻を制御するようにしてもよい。

【００３４】筐体部２１は制御部３７を有しており、降

雨計３３，レーザ水位計３４，センサ群３８から送られ

てくる観測データを受け取り該観測データを管理装置１

に送信するように通信部３６を制御し、管理装置１から

送られてくる制御信号に基づいてカメラ３５を所望の方
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向に向けるよう可動機構を制御し、また災害発生の危険

があることを自律的に判断し、管理装置１に通報するよ

うに通信部３６を制御する。

【００３５】また、筐体部２１内には、電源部３９が設

けられており、降雨計３３，レーザ水位計３４、カメラ

３５及びその可動機構、通信部３６，制御部３７，セン

サ群３８のそれぞれを駆動させるための電力をこれらに

供給する。山奥や河川敷など電力供給が難かしい地域に

観測装置２を設置する場合では、電源部３９に電力を供

給するために太陽電池や燃料電池などの独立した電力生

成源を使用することが好ましい。この場合、電源部３９

は数ワットの出力を定常的に発生できることが好まし

い。太陽電池を使用するときは、昼間時に発電した電力

を充電して２次電池を電源部３９は有する。また燃料電

池を使用するときは、燃料電池によって副次的に発生さ

れる熱を降雨計の受水用ロート３２とゴミを防止する金

属網３１に伝えて、夏季はここで放熱して筐体部２１の

温度上昇を防ぎ、冬季は金属網３１に積もった雪を融か

すようにしてもよい。

【００３６】制御部３７は、ＭＳ－ＤＯＳ、ＷＩＮＤＯ

ＷＳ（登録商標）、ＵＮＩＸ（登録商標）、ＬＩＮＵＸ

などの基本ソフトウエア（以下、「ＯＳ」という）、定

常観測報告を実行するためプログラム、カメラの制御を

実行するためのプログラム、災害発生の危険を通報する

プログラムなどを格納したプログラム記憶部と、各セン

サからのデータなどを記憶するメモリと、上記プログラ

ムに従って所定の制御等を実行するプロセッサとを有し

ている。

【００３７】降雨計３３、レーザ水位計３４、センサ群

３８、通信部３６などと制御部３７とのデータの授受

は、制御部３７のＯＳによってそれぞれの機器のデータ

形式もしくは制御部３７のデータ形式に変換され、信号

処理される。

【００３８】制御部３７のメモリには、所定の表データ

が蓄えられている。表データは前記プログラムに従って

プロセッサが参照する積算降雨量の積算時間Ｔ、連絡先

の接続方法、連絡内容などを格納している。プロセッサ

はＯＳを介して前記プログラムを実行する。制御部３７

はプログラムに従って平常時の定常報告と画像伝送との

いずれかを選択する。

【００３９】図４は、本観測装置２の構成例を示す機能

ブロック図である。

【００４０】本装置は、センサ手段４１と、観測データ

処理手段４２と、観測データ記憶手段４３と、通信制御

手段４４と、撮影手段４９と、撮影方向制御手段５０と

を有している。

【００４１】センサ手段４１は、図３に示す降雨計３

３、レーザ水位計３４、センサ群３８に相当する手段で

あり、観測装置周囲の降雨量、水位、温度、湿度などを

観測して観測データを生成する機能を有する。

【００４２】観測データ処理手段４２は、図３に示す制

御部３７のプロセッサに相当する手段であり、センサ手

段４１から受け取った観測データを観測データ記憶手段

４３に書き込む機能と、観測データ記憶手段４３に記録

された観測データに基づいて定常報告データを生成し、

これを通信制御手段４４に渡す機能と、観測データ記憶

手段４３に記録された観測データに基づいて災害発生の

危険を知らせるための通報の要否を判断し、通報が必要

であると判断した場合通報データを生成し、これを通信

制御手段４４に渡す機能とを有する。

【００４３】観測データ処理手段４２は、センサ手段４

１からの観測データを受け取り、これを観測データ記憶

手段４３に書き込む観測データ書込手段４５と、観測デ

ータ記憶手段４３から観測データを読み取り、これに基

づいて定常報告データを生成し、生成した定常報告デー

タを通信制御手段４４に渡す定常報告処理手段４６と、

観測データ記憶手段４３から観測データを読み取り、こ

れとあらかじめ定められた所定の値とを比較して災害発

生の危険の有無を判断し、危険があると判断した場合

は、通報発信命令を発する通報発信判断手段４７と、通

報発信判断手段４７から通報発信命令を受けると通報デ

ータを生成し、これを通信制御手段４４に渡す通報デー

タ生成手段４８とを有している。

【００４４】ここで、定常報告データは、あらかじめ定

められた時刻における観測データであり、たとえば、観

測時刻、該時刻における降雨量、積算降雨量、水位、温

度、湿度などのデータを含むように構成されている。ま

た、通報データは、災害発生の危険を通報するデータで

あり、たとえば、定常報告データと区別できるように災

害発生を通報するためのデータであることを識別するた

めのメッセージ、コードなどを含むように構成されてい

る。

【００４５】観測データ記憶手段４３は、観測データ処

理手段４２から受け取った観測データを読み書き可能に

記録する機能を有し、図３に示す制御部３７のメモリに

相当する。

【００４６】撮影手段４９は、図３に示すカメラ３５に

相当する手段であり、観測装置２上部もしくは周辺の状

況を画像データ化し、該画像データを通信制御手段に渡

す機能を有する。

【００４７】撮影方向制御手段５０は、図３に示すカメ

ラ３５の可動機構に相当する手段であり、撮影手段４９

の撮影方向を管理装置１からの制御信号に応じて撮影方

向を変更する機能を有する。

【００４８】通信制御手段４４は、図３に示す通信部３

６に相当する手段であり、観測データ処理手段４２から

の定常報告データおよび通報データを受け取り、これを

管理装置１に送信する機能と、管理装置１からの撮影方

向の制御信号を受け取り、これを撮影方向制御手段５０

に渡す機能を有する。
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【００４９】（１．１．２．観測装置の動作）

（１．１．２．１．定常報告処理における動作）まず、

平常時の定常報告を行うための処理例を示すフローチャ

ートである図５を参照しながら、観測装置２の動作例を

説明する。平常時の定常報告の場合、観測データ処理手

段４２は図略の電波時計よって自らの時刻を較正し、時

刻を確認する（ステップ１）。

【００５０】つぎに、較正後の時刻がプログラム中に定

められた時刻と一致したとき、観測装置２の観測データ

書込手段４５は降雨量、水位、気温等の測定を実行する

ためにセンサ手段４１から観測データを取得する（ステ

ップ２）。前記観測データは観測データ書込手段４５に

よりプログラムに従って観測データ記憶手段４３に書き

込まれる。

【００５１】観測データ処理手段４５は、前記測定前時

間Ｔの間の降雨量データを記録しており、前記ステップ

２において測定された降雨量を累積降雨量を算出するた

めに加算する（ステップ３）。時間Ｔより前の水位デー

タはメモリから消去することとする。なお、この算出さ

れた累積降雨量の値が、予め定められた閾値を越えた時

は、観測データ処理手段４２は管理装置１以外の連絡先

をメモリに記録されている連絡先データから読み込み、

この連絡先に宛てて時間Ｔの積算降雨量を報告するよう

にしてもよい。この連絡先は管理装置１から観測装置２

へ送られるデータで変更することができる。

【００５２】つぎに、観測データ処理手段４２は、予め

定められた時刻に通信制御手段４４によって管理装置１

との通信回線を確立する（ステップ４）。通信回線の確

立はたとえばＴＣＰ／ＩＰ等の通信プロトコルに従って

行われてもよい。

【００５３】通信回線の確立後、該通信回線を介して観

測装置２および管理装置１間でデータの伝送が行われる

（ステップ５）。観測装置２から管理装置１へ伝送され

るデータはたとえば通常報告データ、管理装置１から観

測装置２へ伝送されるデータは、累積降雨量を計算する

ための時間Ｔの変更などである。

【００５４】つぎに、ステップ５におけるデータの伝送

が完了した後、観測データ処理手段４２の定常報告処理

手段４６は通信部３６に命令して接続を切り（ステップ

６）、また次のデータに備えて水位以外のメモリ内の測

定データを消去する（ステップ７）。

【００５５】降雨量以外にも水位の異常上昇、冬季の温

度低下など、定常の報告以外に予め定められた連絡先に

このデータを通報する。

【００５６】本観測装置２は対象とする地域に1個以上

設置される。各観測装置からの測定データは観測装置２

の管理を行う管理装置１に送信され、管理装置１におい

て広域の測定データの管理が行われる。

【００５７】この場合、各観測装置２から管理装置１へ

の送信信号が相互に干渉しないように、各観測装置２の

プロセッサの時計を電波時計により正確な時刻に較正

し、多数の観測装置２があらかじめ定められた時刻順序

正しく観測データ等を送信するようにすることが好まし

い。またその他の干渉を防止する技術を用いてもよい。

これらの観測装置２から送られてくる測定データは、管

理装置１に一元的に蓄積されるので、かかる蓄積された

測定データに基づいて気象や河川状況を長期的に記録す

る事が可能となると共に、観測データを災害防止、資源

管理、天候予測等の基礎データとして活用する事も容易

となる。

【００５８】以上により観測装置２による平常時の定常

報告処理が完了する。

【００５９】（１．１．２．２．画像伝送処理における

動作）つぎに、観測装置２における撮影手段４９を用い

た画像伝送動作について説明する。

【００６０】撮影画像を伝送する場合は、管理装置１か

らの命令に従った制御部３７の制御信号により左右及び

上下の２軸を回転させてカメラ３５の撮影方向の変更が

行われる。カメラ画像の選択と撮影方向と撮影のタイミ

ングなどは、管理装置１から伝送された命令に従って定

常報告と重ならない時刻であることを確認して撮影する

ようにしてもよい。撮影手段４９から映像データを受け

取った通信制御手段４４は、管理装置１に接続して映像

データを送信する。夜間の場合など光量が不足する時は

カメラが備えるストロボライトを充電し、撮影時に発光

させるようにしてもよい。また夜間の動画撮影はストロ

ボの充電に合わせてコマ落とし撮影を行うようしてもよ

い。

【００６１】（１．１．２．３．通報発信処理における

動作）つぎに、災害発生の危険が生じた場合に観測装置

２が管理装置１へ通報を発する動作について説明する。

図６は、通報を発する際の観測装置２の動作を示すフロ

ーチャートである。

【００６２】まず、定められて時刻において観測装置２

が定常報告処理を実行し、降雨量、水位などを測定する

（ステップ１０１）。

【００６３】観測データ処理手段４２の通報発信判断手

段４７は、観測データ記憶部に格納されている値（「測

定値」とする）とあらかじめ定められた値（「災害発生

判定値」とする）と比較する（ステップ１０２）。災害

発生判定値は、測定値がかかる値を超え若しくは下回る

場合には、洪水、鉄砲水、霜害などの自然災害発生の危

険が予想される値である。どの測定値を比較対照とする

のかは、通報する災害に応じて任意に選択されてよい。

たとえば、洪水、鉄砲水に関する通報については、降雨

量、水位の測定値とそれらに対応する災害発生判定値を

用い、また霜害については気温、湿度の測定値とそれら

に対応する災害発生判定値とを用いるようにしてもよ

い。

【００６４】通報発信判断手段４７は、測定値と災害発
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生判定値との比較の結果、通報条件を満たしていると判

断した場合は、通報データ生成手段４８に通報を発する

よう命令を送り、該命令を受けた通報データ生成手段４

８は通報データを生成し、管理装置１に送信する（ステ

ップ１０４）。

【００６５】一方、通報発信判断手段４７が、比較の結

果通報条件を満たしていないと判断した場合には、通報

等を行わずに処理を終了する。

【００６６】以上により観測装置２による通報発信処理

が完了する。

【００６７】（１．１．３．本観測装置の利点）つぎ

に、上記のような観測装置２の利点について説明する。

【００６８】降雨量、気温、湿度、風向、風速、あるい

は河川や湖沼の水位、潮位、水温、などの自然環境デー

タを統合的に長期間に渡って遠隔に観測することがで

き、これらの観測データを管理者は長期間蓄積し、災害

防止、水資源管理、天候予測等の基礎データとして活用

することが可能となる。

【００６９】また、本観測装置２は電源部、通信部、カ

メラなどのハードウェアと、観測データを自律的に判断

するソフトウエアを具備することにより、山間部や河川

敷など地理的に外部からの制御が困難若しくは不便な地

域にも設置可能である。そのため山奥など、観測し難い

地域の自然環境データを測定し、リアルタイムで観測デ

ータを管理装置１に伝送することができる。なお、撮影

方向を遠隔制御できるカメラを備えているので、該カメ

ラにより通常時には観測装置２の目視監視を行い、非常

時には周辺状況の実況中継や遠隔監視を行うことが可能

である。

【００７０】また、測定値値と災害発生判定値を比較す

ることにより災害の危険が有るか否かを自律的に判断す

ることが可能となり、災害の危険が有ると判断した場合

は、管理装置１に自律的に通報する。なお、通報する基

準となる観測データの項目と値、および通報先は管理装

置１が任意に変更できる。たとえば、河川の最上流部に

設置して連続的な大雨や集中豪雨などにより鉄砲水や土

石流などの重大な自然災害の危険を監視する場合、ある

いは高速道路に設置して局地的な大雨や強風あるいは路

面凍結による交通災害の危険を監視する場合など、使用

用途・使用地域に応じて観測項目、災害発生判定値を適

宜変更することにより多様な用途・地域に用いることが

可能である。

【００７１】たとえば、高速道路などの局所気象を正確

に把握するため、本観測装置２の機能の中から水位計機

能を取り除いて、高速道路脇に1個以上設置するように

してもよい。このような場合、降雨量が災害発生判定値

を越えてハイドロプレーニング現象を起こす可能性が有

る時、風速が災害発生判定値を越える時、気温が氷点下

以下となって路面凍結の危険が有る時などの場合、制御

部３７は管理装置１にこれを通報する。

【００７２】（１．２．管理装置）つぎに、管理装置１

について説明する。図７は、本実施の形態にかかる管理

装置１の構成例を説明するための機能ブロック図であ

る。

【００７３】該構成例のハードウエア構成を説明する

と、報告・通報識別手段７０１，通報処理手段７０３，

位置情報更新手段７０４、通報対象識別情報取得手段７

０６、配信情報生成手段７０７、料金計算手段７０９

は、それぞれの機能を実現するためのプログラムを記憶

した記憶装置及び該プログラムを実行するプロセッサに

よって構成される。また、同図において情報記憶手段７

０５は位置情報テーブル７１０，通報対象テーブル７１

１，観測装置テーブル７１２を含む記憶装置により構成

される。また、観測データテーブル７０２も記憶装置に

より構成される。なお情報記憶手段７０５と観測データ

テーブル７０２とは別個に図示したが、両者は同一の記

憶装置により実現されていてもよい。また、通信制御手

段７０８は、移動通信端末との接続を可能とする通信イ

ンターフェイスにより構成される。

【００７４】つぎに、各構成要素の機能・動作について

説明する。

【００７５】管理装置１は、観測装置２から送られてく

る定常報告データ及び通報データを受け取り、これらを

識別する報告・通報識別手段７０１を有している。

【００７６】報告・通報識別手段７０１は受け取ったデ

ータが定常報告データである場合は、これを観測データ

テーブル７０２に書き込む。観測データテーブルは各観

測装置２毎に観測データを累積記憶し、気象情報として

利用可能としている。

【００７７】一方、受け取ったデータが通報データであ

る場合は、報告・通報識別手段７０１は位置情報更新手

段７０４に位置情報テーブルの内容を最新のデータに更

新するように指示するとともに、該通報データを通報対

象識別情報取得手段７０６に渡す。

【００７８】通報処理手段７０３より位置情報テーブル

７１０の内容を最新のデータにするよう指示された位置

情報更新手段７０４は、移動通信端末４の位置情報を提

供可能な情報源（たとえば、携帯電話会社の管理装置な

ど）に通報対象テーブルに登録されている通報対象すべ

ての現在の位置情報を問い合わせ、該情報源から回答さ

れた最新位置情報を位置情報テーブル７１０に書き込

む。

【００７９】一方、通報対象識別情報取得手段７０６

は、通報処理手段７０３から受け取った通報データにも

とづいて該通報データを送信した観測装置２（以下、

「通報送信観測装置」という）を特定するための識別情

報を取得する。たとえば、該通報データが電話回線によ

り送られてくる場合はその相手方電話番号により観測装

置２を特定し、あるいは、通報データに観測装置２の識

別情報が含まれるように構成されていれば、この識別情
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報を読み取る。

【００８０】ここで観測装置テーブル７１２は、該観測

装置２が通報を発した場合、災害の発生するおそれのあ

る領域であって、当該領域内に通報対象がいる場合には

当該通報対象に通報する必要のある領域（以下、「通報

対象領域」という）を定めたデータを含んでいる。該通

報対象領域は、観測装置２の識別情報と対応づけられて

おり、識別情報が特定されると通報対象領域がわかるよ

うになっている。

【００８１】通報対象識別情報取得手段７０６は、取得

した観測装置識別情報と観測装置テーブル７１２とを比

較して、該通報送信観測装置に対応づけられた通報対象

領域を得る。さらに、通報対象識別情報取得手段７０６

は該位置情報更新手段７０４によって最新情報に更新さ

れた該位置情報テーブル７１０を参照し、通報対象領域

内に位置する通報対象をすべて特定する（以下、「特定

通報対象」という）。つぎに、通報対象識別情報取得手

段７０６は、通報対象テーブル７１１を用いて、特定通

報対象それぞれのすくなくとも連絡先番号（たとえば、

携帯電話番号）を含むデータを取得して、これを通報デ

ータとともに配信情報生成手段７０７に渡す。

【００８２】配信情報生成手段７０７は、通報データお

よび特定通報対象のデータを用いて通報メッセージを生

成するとともに、送信する通報メッセージの件数などの

課金基礎データを料金計算手段７０９に通知する。通報

メッセージは、たとえば「○○川流域で鉄砲水の発生の

おそれがあります。」といった内容の文字メッセージ若

しくは音声メッセージが適宜選択されて生成される。

【００８３】通信制御手段７０８は、配信情報生成手段

７０７から通報メッセージ及び連絡先番号を受け取り、

各連絡先に対応する通報メッセージを送信する。たとえ

ば、連絡先が電話番号である場合は該電話番号にて回線

の接続を行い、音声メッセージを送信し、また連絡先が

電子メールアドレスであれば、該アドレスに宛てた電子

メールをメール・サーバに送信する。

【００８４】一方、配信情報生成手段７０７からの課金

基礎データに基づいて、料金計算手段７０９が料金デー

タを生成し、これを料金処理を行う機関、装置などに渡

す。料金処理を行う機関、装置の例としては、たとえば

電話会社の課金システムである。

【００８５】（１．３．通信網３）通信網３は、有線・

無線を問わず、これに接続されている装置が、それぞれ

目的とする装置に対しセッションを確立したときにその

間で情報の送受ができるように作用し、たとえば電話回

線である。インターネットのように、ゲートウエイを介

して複数のネットワークが組み合わされて実現しても構

わない。また、その接続についてもいわゆるバックボー

ンといわれる基幹線に直接接続せずとも、ＰＰＰ接続な

どによって一時的に接続してあっても、セッションを確

立したときにその間で情報の送受ができるようになって

いれば構わない。

【００８６】なお、本図において観測装置２は、通信網

３によらずに管理装置１と接続されるように図示されて

いるが、移動通信端末４と管理装置１を接続する通信網

３により観測装置２と管理装置１の接続を行うようにし

てもよい。

【００８７】（１．４．移動通信端末４）移動通信端末

４は、その位置情報を提供可能な移動通信端末装置であ

って、たとえばセルラー式携帯電話機である。セルラー

式携帯電話機を用いる場合は、その携帯電話機と接続す

る基地局を特定することなどによる位置登録処理を利用

して該携帯電話機の現在位置を把握し、この現在位置情

報が管理装置１に提供される。

【００８８】（１．５．通報システムの動作）つぎに、

本実施の形態にかかる通報システムの動作について説明

する。図８は、観測装置２が通報を発してから移動通信

端末４に通報が送られるまでの動作を示すフローチャー

トである。

【００８９】まず、観測装置２が測定値と災害発生判定

値とを比較して、通報発信条件を満たしていると判断し

た場合、観測装置２は管理装置１に通報を発信する（ス

テップ２０１）。

【００９０】通報を受けた管理装置１は、通報対象とし

て登録されている移動通信端末４の現在位置情報を情報

源に問い合わせる（ステップ２０２）。情報源はこの問

い合わせに応じて移動通信端末４の現在位置情報を管理

装置１に知らせる（ステップ２０３）。

【００９１】管理装置１は、現在位置情報と通報観測装

置に対応する通報対象領域とを用いて、通報対象であ

り、かつ通報対象領域内に現在位置する通報対象を選択

し、該選択された通報対象の連絡先情報を抽出する（ス

テップ２０４）。

【００９２】つぎに、該連絡先情報を用いて選択された

通報対象に対応する移動通信端末４に通報メッセージを

送信する（ステップ２０５）。

【００９３】最後に、管理装置１は該通報に関して生じ

た料金の計算を行い、該料金の課金処理を行う（ステッ

プ２０６）。

【００９４】上記のように動作することにより、災害の

発生の危険を知らせる通報をあらかじめ登録された者で

あって、かつ該災害に巻き込まれるおそれのある者に迅

速に送ることが可能となる。

【００９５】（１．６．課金方法）本実施の形態を実施

する場合の課金方法は、多様な形態をとることが可能で

ある。以下に、採りうる課金方法の例を挙げる。

【００９６】観測装置２の設置維持経費の負担は、地方

自治体、あるいは公共団体、あるいは危険通報を業務と

する企業、あるいは損害保険会社、あるいは電話会社、

などの自然災害を防ぐ責任がある団体、自然災害を予防

することで利益を得る企業、あるいは通報の手数料金で
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利益を得る企業が負担するようにしてもよい。

【００９７】管理装置１の管理者は観測装置２からの危

険通報を使用するにあたって、観測装置２の設置者に対

して、危険通報のメッセージに対して著作権料を支払う

ようにしてもよい。

【００９８】本通報システムにより危険を通報する地域

が過疎地である場合、管理装置１の管理者は危険地域の

住民の全ての携帯電話および有線電話を通報対象として

登録しておき、これらすべての携帯電話および有線電話

に対して観測装置２からの通報に基づいて、通報メッセ

ージを通信するようにしてもよい。管理装置１の管理者

は該通報メッセージを受けた者から、電話料金以外に通

報の手数料を徴収するようにしてもよい。

【００９９】また、管理装置１の管理者に対して地域住

民が危険時の通報を依頼してある場合、管理装置１の管

理者は予め危険通報の送信を依頼してあるその地域の住

民の持つ携帯電話あるいは有線電話番号の台帳に基い

て、通報対象として登録しておき、これら登録された携

帯電話および有線電話に対して観測装置２からの通報に

基づいて、通報メッセージを通信するようにしてもよ

い。電話会社は電話を受けた者から、電話料金以外に通

報の手数料を徴収する。

【０１００】また、本実施の形態においては、管理装置

１の管理者に対して、日本国内にいる場合の危険時の通

報を依頼してある場合、管理装置１の管理者は予め危険

通報の送信を依頼した者の持つ携帯電話番号の台帳と、

通話可能状態にある携帯電話の中から危険地域に存在す

る携帯電話番号を比較して、合致する番号の携帯電話に

通報メッセージを送信する。管理装置１の管理者は通報

メッセージを受けた者から、電話料金以外に通報の手数

料を徴収するようにしてもよい。

【０１０１】また、本実施の形態は損害保険会社が通報

を管理装置１の管理者に委託する事業形態に使用するこ

とも可能である。すなわち、管理装置１の管理者は損害

保険会社が提供する保険契約者リストを用いて通報対象

登録を行い、携帯電話の中から、通報対象として登録さ

れている保険契約者の携帯電話に通報メッセージを送信

する。管理装置１の管理者は通報メッセージを受けた者

から電話料金を徴収する。一方、損害保険会社はこの通

報メッセージ送信の手数料を管理装置１の管理者に支払

う。また、管理装置１の管理者は通報を必要としない者

への通報電話を防いで通信回線の混雑を防げたことか

ら、保険契約者リストの使用料金を損害保険会社に支払

う。

【０１０２】管理装置１の管理者は、通報対象を地方自

治体の防災責任者等により定められた通報送信対象者台

帳にある者に対して、有線電話あるいは携帯電話によっ

て危険状態であることを告知するように、通報対象を登

録するようにしてもよい。この場合管理装置１の管理者

は地方自治体あるいはこれを援助する者から通報手数料

を徴収するようにしてもよい。

【０１０３】自然災害通報を業務とする企業（たとえ

ば、気象予報会社）が該企業の契約顧客に対して通報を

行うことを管理装置１の管理者に委託する場合、管理装

置１の管理者は該企業の提供する顧客台帳を通報登録対

象とし、危険地域に存在する携帯電話の中から、危険通

報を業務とする企業が提供する台帳にある電話番号を比

較して、合致する番号の有線電話あるいは携帯電話に通

報メッセージを送信する。管理装置１の管理者は通報メ

ッセージを受けた者から電話料金を徴収し、一方、この

企業はこの通報手数料を電話会社に支払うようにしても

よい。また、管理装置１の管理者は通報を必要としない

者への通報電話を防いで通信回線の混雑を防げたことか

ら、台帳の使用料金をこの企業に支払うようにしてもよ

い。

【０１０４】（１．７．通報システムの利点）上述の本

実施の形態にかかる通報システムは、以下のような利点

を有する。

【０１０５】通報が全自動で行われるため、極めて短時

間で災害発生の危険の通報が行え、避難の時間的余裕が

できる。

【０１０６】危険発生の判断基準が予め定められてお

り、通報担当者の逡巡による人為的な時間ロスを防止す

ることができる。

【０１０７】危険を判断する観測装置の信頼性が高く、

確実に危険通報が出され、事故を防ぐ。

【０１０８】携帯電話の位置情報を使用して危険の通報

先の絞り込みを行うので、的確な通報業務が可能とな

る。

【０１０９】位置情報に該当する携帯電話を持つ者で、

危険な場所にいる者を台帳に載せて通報の対象者の数を

減らして通信回線の混雑を防ぐとともに、位置情報取得

のための通信トラヒックの低減を図ることができる。

【０１１０】地方自治体責任者から危険地帯に住む者と

して指定される者、地方自治体が管理できない滞在者と

して、自ら危険な場所に行く者として認識している旅行

あるいはキャンパー向け損害保険に加入する者、地方自

治体がこのような業務を行わない場合は、危険な場所に

居住するとして自然災害条件付住宅損害保険に加入する

者、これら以外に自ら危険通報を依頼する意思を持っ

て、危険通報を業務とする企業に依頼してある者をあら

かじめ通報対象として管理装置１に登録することによ

り、通報対象に適した危険通報サービスを提供すること

が可能となる。

【０１１１】本通報システムが危険通報を出すことで住

民等の避難が円滑に行われ、事故が減る。これにより保

険会社は事故の減少で保険金の支払いが減り、電話会社

は電話料金と手数料が増え、地方自治体は消防団等の災

害対策費の支出が減り、良い行政サービスとなる。危険

を回避することで利益を得る者が明確となり、この者の
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負担で遠隔観測装置の設置を行うようにすれば、さらに

自然災害による事故が減りかつ無用な保険金や災害対策

費の支出が減らすことができる。

【０１１２】本観測装置を用いて、危険告知を行うこと

を業務とする者と、危険が予想される地域に行くキャン

パーや釣り人、温泉宿泊者、自動車運転者などとの間

で、契約に従った通報を行うことで未然に事故を防ぐこ

とができる。これにより、損害保険あるいは生命保険に

よる事故が起こった後に保証を行う事後的事故対策にか

かる費用を減少させることが可能となり、より低価格で

安全なサービスの事業化を可能とする。

【０１１３】（２．第２の実施の形態）つぎに、本発明

の第２の実施の形態にかかる通報システムについて説明

する。第１の実施の形態における通信システムが、観測

装置２からの通報データを受けて、管理装置１が移動通

信端末４に通報メッセージを送信するのに対して、本実

施の形態では、観測装置９２が直接に通報対象の通信端

末装置９４に通報メッセージを送信する。

【０１１４】（２．１．全体構成）まず、本実施の形態

にかかる通報システムの全体構成について説明する。図

９は、本実施の形態にかかる通報システムの全体構成を

示すブロック図である。本システムは、管理装置９１

と、通信端末装置９４と、通信端末装置９４に通信網９

３を介して接続可能な観測装置９２とを有している。ま

た、管理装置９１は観測装置９２と接続可能であり、本

図においては通信網９３を介して接続されるように図示

されているが、別の通信網若しくは通信線を用いて観測

装置９２と接続されるようになっていてもよい。

【０１１５】（２．２．管理装置）管理装置９１は、観

測装置９２によって災害発生の危険を通報する対象であ

る通報対象の入力をうけると、該通報対象の所在地・位

置に応じた観測装置９２に登録するように機能する。管

理装置９１は、通信機能を備えた情報処理装置であっ

て、たとえばコンピュータ、ワークステーションなどで

ある。

【０１１６】図１０は、本実施の形態にかかる管理装置

９１の構成例を示すブロック図である。管理装置９１

は、本通報システムにより通報メッセージを送る対象に

関するデータを入力するための通報対象入力手段１００

１と、該通報対象入力手段１００１からデータを受け取

り、該データと観測装置データベース１００３とを用い

て、観測装置９２に送信する通報対象リスト更新データ

を生成する通報対象リスト更新データ生成手段１００２

と、通信網９３を介して所望の観測装置９２との回線接

続を確立し、該回線を介して前記更新データを当該観測

装置９２に送信し、かつ観測装置９２から送られてくる

料金基礎データを通信網９３を介して受領し、これを料

金計算手段１００５に渡す通信制御手段１００４と、通

信制御手段１００４から料金基礎データを受け取り、該

データを用いて料金を算出し、該算出した料金を図示し

ない課金システムへおくる料金計算手段１００５とを有

している。

【０１１７】通報対象入力手段から入力されるデータ

は、該対象者の連絡先である通信端末装置９４の識別番

号（端末装置９４が電話器であれば電話番号）、及びそ

の位置を含む。一方、観測装置データベース１００３

は、各観測装置９２の接続のための情報（たとえば、電

話回線を用いて接続する場合はその電話番号）、通報対

象領域、該観測装置９２に登録されている通報対象リス

ト、該観測装置９２が使用された場合の料金支払先等を

記録している。

【０１１８】通報対象リスト更新データ生成手段１００

２は、通報対象入力手段１００１からデータを受け取る

と、その通報対象の位置を観測装置データベースの通報

対象領域と照らし合わせて、該対象者に対して通報メッ

セージを送信する観測装置９２を定め、該定められた観

測装置９２に当該対象者の連絡先である通信端末装置９

４の識別番号が登録されるように、更新データを作成

し、該更新データを当該観測装置９２に送るように通信

制御手段１００４に指示する。

【０１１９】通信制御手段１００４は、該指示に応じて

当該観測装置９２との接続を確立し、更新データを送信

し、送信完了後接続を切断する。

【０１２０】また、通報が行われると該通報を行った観

測装置９２から管理装置９１に料金を計算するための料

金基礎データが送信されてくる。該料金基礎データに

は、該観測装置を特定するための識別番号、通報送信件

数などのデータが含まれている。料金計算手段１００５

は該基礎データに基づいて、通報対象に対する請求デー

タ、観測装置の使用料の請求データなど、所定の請求デ

ータを生成しこれを所定の請求処理機関（たとえば、電

話会社の課金システム）に送信する。

【０１２１】（２．３．観測装置９２）つぎに、本実施

の形態にかかる観測装置９２について説明する。観測装

置９２のハードウエア構成は図２及び３に示す第１の実

施の形態にかかる観測装置２と同様である。観測装置９

２は、自ら通報対象リストを記憶しており、該リストに

従って直接通信端末装置９４に通報メッセージを送信す

るように機能する点が、第１の実施の形態にかかる観測

装置２と異なるがその他の機能は同様であってもよい。

【０１２２】図１１は、観測装置９２の構成例を示す機

能ブロック図である。本装置は、センサ手段１１０１

と、観測データ処理手段１１０２と、観測データ記憶手

段１１０３と、通信制御手段１１０４と、図示しない撮

影手段と撮影方向制御手段とを有している。

【０１２３】センサ手段１１０１は、図３に示す降雨計

３３、レーザ水位計３４、センサ群３８に相当する手段

であり、観測装置周囲の降雨量、水位、温度、湿度など

を観測して観測データを生成する機能を有する。

【０１２４】観測データ処理手段１１０２は、図３に示
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す制御部３７のプロセッサに相当する手段であり、セン

サ手段１１０１から受け取った観測データを観測データ

記憶手段１１０３に書き込む機能と、観測データ記憶手

段１１０３に記録された観測データに基づいて定常報告

データを生成し、これを通信制御手段１１０４に渡す機

能と、観測データ記憶手段１１０３に記録された観測デ

ータに基づいて災害発生の危険を知らせるための通報の

要否を判断し、通報が必要であると判断した場合通報デ

ータを生成し、これを通信制御手段１１０４に渡す機能

とを有する。

【０１２５】観測データ処理手段１１０２は、センサ手

段１１０１からの観測データを受け取り、これを観測デ

ータ記憶手段１１０３に書き込む観測データ書込手段１

１０５と、観測データ記憶手段１１０３から観測データ

を読み取り、これとあらかじめ定められた所定の値とを

比較して災害発生の危険の有無を判断し、危険があると

判断した場合は、通報発信命令を発する通報発信判断手

段１１０７と、通報発信判断手段１１０７から通報発信

命令を受けると通報対象リスト記憶手段１１１０から通

報対象を特定し、該通報対象について通報データを生成

し、これを通信制御手段１１０４に渡す通報データ生成

手段１１０８と、管理装置９１からの更新データに基づ

いて通報対象リスト記憶手段の内容を更新するリスト管

理手段１１０９と、通報データ生成手段１１０８の生成

した通報データに基づいて該通報にかかる料金に関する

情報を生成する料金通知手段１１１１とを有している。

なお、観測データ記憶手段１１０３から観測データを読

み取り、これに基づいて定常報告データを生成し、生成

した定常報告データを通信制御手段１１０４に渡す図示

しない定常報告処理手段を有していてもよい。

【０１２６】観測データ記憶手段１１０３は、観測デー

タ処理手段１１０２から受け取った観測データを読み書

き可能に記録する機能を有し、図３に示す制御部３７の

メモリに相当する。

【０１２７】通信制御手段１１０４は、図３に示す通信

部３６に相当する手段であり、観測データ処理手段１１

０２からの通報データを受け取り、これを通信端末装置

９４に送信する機能を有する。

【０１２８】つぎに、災害発生の危険が生じた場合に観

測装置９２が通信端末装置９４へ通報を発する動作につ

いて説明する。まず、定められて時刻において観測装置

９２が定常報告処理を実行し、降雨量、水位などを測定

する。観測データ処理手段１１０２の通報発信判断手段

１１０７は、観測データ記憶部に格納されている測定値

と災害発生判定値と比較する。

【０１２９】通報発信判断手段１１０７は、測定値と災

害発生判定値との比較の結果、通報条件を満たしている

と判断した場合は、通報データ生成手段１１０８に通報

を発するよう命令を送り、該命令を受けた通報データ生

成手段１１０８は、通報対象リスト記憶手段１１１０よ

り通報対象の連絡先情報（たとえば、電話番号）を取得

し、通報データを生成し、該通報データを取得した連絡

先情報を有する通信端末装置９４のそれぞれに送信す

る。

【０１３０】一方、通報発信判断手段１１０７が、比較

の結果通報条件を満たしていないと判断した場合には、

通報等を行わずに処理を終了する。

【０１３１】以上により観測装置２による通報発信処理

が完了する。

【０１３２】なお、通報対象リスト記憶手段１１１０の

内容は、管理装置９１から通信制御手段１１０４を介し

てリスト管理手段１１０９に渡される更新データに従っ

て、随時書き換えられているので、通報対象のリストは

常に適正な内容に保たれている。

【０１３３】（２．４．通信端末装置９４）通信端末装

置９４は、観測装置９２からの通報メッセージを受信可

能な装置であって、たとえば電話器、移動端末器、コン

ピュータなどである。本実施形態においては、端末装置

の位置情報が提供可能である必要はなく、したがって移

動通信端末に限られるものではない。

【０１３４】（２．５．通報システムの動作）つぎに、

本実施の形態にかかる通報システムの動作例について説

明する。図１２は、観測装置９２に記録されている通報

対象リストが更新され、観測装置９２が通信端末装置９

４に通報が送られるまでの動作例を示すフローチャート

である。

【０１３５】まず、管理装置９１に新たな通報対象リス

トの入力が行われる（ステップ３０１）。

【０１３６】管理装置９１は、該リストの対象者の住所

などの位置情報と観測装置データベースに記憶されてい

る観測装置９２の通報対象領域とに基づいて、それぞれ

の通報対象に対応した観測装置９２に登録するよう、更

新データを作成する。

【０１３７】管理装置９１は、該更新データをそれぞれ

の観測装置９２に宛てて送信する（ステップ３０２）。

たとえば、通報対象Ａの住所が観測装置Ｘの通報対象領

域内にあり、また通報対象Ｂの住所が観測装置Ｙの通報

対象領域内にある場合、通報対象Ａ，Ｂが新たな通報対

象リストに含まれていた場合、管理装置９１は、観測装

置Ｘに通報対象Ａに関する更新データを送信し、また観

測装置Ｙに通報対象Ｂに関する更新データをそれぞれ送

信するように動作する。

【０１３８】つぎに、観測装置９２は適宜のタイミング

で測定値と災害発生判定値とを比較して、通報発信が必

要か否か判断する（ステップ３０４）。必要とした場

合、観測装置２は自己の観測対象リスト記憶手段１１１

０に記憶された通報連絡先すべてに通報メッセージを発

信する（ステップ３０５）。また、観測装置９２は管理

装置９１に該通報に関して生じた料金計算させるために

計算基礎データを送信する（ステップ３０６）。管理装
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置９１は、該計算基礎データに基づいて、あらかじめ定

められた料金計算処理を実行する。

【０１３９】上記のように動作することにより、災害の

発生の危険を知らせる通報をあらかじめ登録された者で

あって、かつ該災害に巻き込まれるおそれのある者に迅

速に送ることが可能となる。

【０１４０】（２．６．課金方法）本実施の形態を実施

する場合の課金方法は、多様な形態をとることが可能で

ある。以下に、採りうる課金方法の例を挙げる。

【０１４１】予め危険通報を業務とする者、キャンプ場

管理者、釣り場管理者、宿泊設備管理者や道路管理者な

どを、通報対象として観測装置９２に記憶させて、これ

らの者の電話番号に対して直接測定装置から通報メッセ

ージを送信する。通報メッセージを受けたこれらの者

は、この通報を中継して有償、あるいはサービスの一環

として無償で危険地域にいるキャンパー、釣り人、露天

風呂の利用者、河川に隣接する宿泊設備の宿泊客あるい

は道路利用者等に対して危険通報を行う。

【０１４２】かかる通報システムの運用を行う場合、防

災管理者などからこの観測装置９２からの通報を使った

ことから、著作権料を該観測装置の管理者が徴収するよ

うにしてもよい。

【０１４３】また、予めキャンプ場や釣り場や露天風呂

や宿泊設備利用者、道路利用者、あるいは河川に隣接す

る居住者などの危険地域にいることが確定している者か

ら管理装置９１の運営者が通報対象として登録してほし

い旨の依頼を受け、この依頼に基づいて適宜の観測装置

９２に通報対象として登録するように運用する場合が考

えられる。

【０１４４】かかる場合、危険の通報を受ける者は、観

測装置９２への電話番号の登録手数料を管理装置９１の

管理者若しくは該観測装置の管理者に支払うようにして

もよい。

【０１４５】また、危険告知の方法として、予め観測装

置９２に保険会社あるいは当該地域の災害管理者の電話

番号を記憶させておき、保険会社あるいは当該地域の災

害管理者が管理するホームページ上で危険を告知するよ

うにしてもよいこの場合は保険会社あるいは当該地域の

災害管理者に通報手数料を請求するようにしてもよい。

（３．その他）

（メンテナンスの内容と料金）測定設備のメンテナンス

は設備の性能維持および向上、機能の改善と追加であ

り、経費負担は、地方自治体、あるいは公共団体、ある

いは危険通報を業務とする企業、あるいは損害保険会

社、あるいは電話会社、などの自然災害を防ぐ責任があ

る団体、自然災害を予防することで利益を得る企業、あ

るいは通報の手数料金で利益を得る企業が行う。

【０１４６】メンテナンスの時期と内容は測定設備が設

置されている立地条件と気象条件によって定める。対価

は作業内容によって定める。

【０１４７】

【発明の効果】本発明によれば、あらかじめ登録された

者であって、かつ該災害に巻き込まれるおそれのある者

に災害の発生の危険を知らせる通報を迅速に送ることが

可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図１】第１の実施の形態の全体構成を示すブロック図

である。

【図２】観測装置の外観図である。

【図３】観測装置のハードウエア構成を示す概念図であ

る。

【図４】観測装置の構成例を示す機能ブロック図であ

る。

【図５】観測装置の定常報告処理を示すフローチャート

である。

【図６】観測装置の通報処理を示すフローチャートであ

る。

【図７】管理装置の構成例を示す機能ブロック図であ

る。

【図８】第１の実施の形態にかかる通報システムの動作

を示すフローチャートである。

【図９】第２の実施の形態の全体構成を示すブロック図

である。

【図１０】管理装置の構成例を示す機能ブロック図であ

る。

【図１１】観測装置の構成例を示す機能ブロック図であ

る。

【図１２】第２の実施の形態にかかる通報システムの動

作を示すフローチャートである。

【符号の説明】

１  管理装置

２  観測装置

３  通信網

４  移動通信端末

４１  センサ手段

４２  観測データ処理手段

４３  観測データ記憶手段

４４  通信制御手段

４５  観測データ書込手段

４６  定常報告処理手段

４７  通報発信判断手段

４８  通報データ生成手段

７０１  報告・通報識別手段

７０２  観測データテーブル

７０３  通報処理手段

７０４  位置情報更新手段

７０５  情報記憶手段

７０６  通報対象識別情報取得手段

７０７  配信情報生成手段

７０８  通信制御手段
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＊

＊７０９  料金計算手段

７１０  位置情報テーブル

７１１  通報対象テーブル

７１２  観測装置テーブル

９１  管理装置

９２  観測装置

９３  通信網

９４  通信端末装置

１００１  通報対象入力手段

１００２  通報対象リスト更新データ生成手段

１００３  観測装置データベース

１００４  通信制御手段

１００５  料金計算手段

１１０１  センサ手段

１１０２  観測データ処理手段

１１０３  観測データ記憶手段

１１０４  通信制御手段

１１０５  観測データ書込手段

１１０７  通報発信判断手段

１１１０  通報対象リスト記憶手段

１１０９  リスト管理手段

１１１１  料金通知手段

【図１】 【図２】

【図６】 【図８】
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【図９】

【図１２】
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